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   日程第２ 議長選挙 
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  ○追加議事日程 

    令和４年７月８日 

 

   日程第１ 議席の指定 

 

   日程第２ 会議録署名議員の指名 

 

   日程第３ 会期の決定 

 

   日程第４ 副議長選挙 

 

   日程第５ 常任委員会委員の選任 

 

   日程第６ 議会運営委員会委員の選任 

 

   日程第７ 石川県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 

 

   日程第８ 石川北部ＲＤＦ広域処理組合議会議員の選挙 

 

   日程第９ 議会行革・活性化特別委員会の設置及び委員の選任 

 

   日程第10 庁舎統合建設特別委員会の設置及び委員の選任 

 

   日程第11 議会広報特別委員会の設置及び委員の選任 

 

 

 

  ○追加議事日程２ 

    令和４年７月８日 

 

   日程第１ 同意第２号 監査委員の選任について 

 

                                （提案理由説明、採決） 
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           午前10時00分 開会 

 

 ◎臨時議長の指名 

○議会事務局長（船木秀浩君） おはようご

ざいます。議会事務局長の船木秀浩です。 

 本日の７月随時会議は、一般選挙後初めて

の議会となります。議長が選出されるまでの

間、地方自治法第107条の規定によって、出

席議員の中で年長の議員が臨時に議長の職務

を行うことになっております。出席議員中、

坂井議員が年長議員となりますので、ご紹介

いたします。 

 坂井議員、議長席にお着き願います。 

  〔坂井幸雄議員、議長席に着席〕 

○臨時議長（坂井幸雄議員） ただいま紹介

されました坂井幸雄です。 

 地方自治法第107条の規定により臨時に議

長の職務を行います。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 ここで、開会に先立ちまして、宮下町長よ

り挨拶の申出がありますので、これを許しま

す。 

 宮下町長 

  〔宮下為幸町長登壇〕 

○宮下為幸町長 本日ここに、令和４年７月

議会随時会議を招集いたしましたところ、議

員各位には何かとご多用の中、ご出席をいた

だきまして誠にありがとうございます。 

 去る６月14日に告示されました中能登町議

会議員選挙におきましては、中能登町初の無

投票となりました。今期は、現職の方が８

名、元職の方が１名、新人の方が３名で、そ

のうち女性議員が３名と、中能登町となって

女性議員が過去最多となりました。議員とな

られました皆様方には、心からお喜びを申し

上げ、お祝いを申し上げたいと思います。 

 今後は、町議会議員の活動を通じて町民の

期待に応えられるようご活躍されることをご

祈念申し上げますとともに、さらなる中能登

町の発展のために大局的な視点でのご提言を

お願いいたしたいと思います。 

 さて、中能登町が誕生しまして17年目を迎

えましたが、この間、様々な出来事がありま

した。特に近年の新型コロナウイルスの影響

に加えて、ウクライナの侵略戦争や円高等の

複合的な要因により、先行きが不透明な状況

となっております。特に、町民の暮らしに直

結するエネルギー価格や原材料価格の上昇に

より、食品等の価格が日増しに値上がりして

いる状況であります。 

 コロナ禍による人の流れや社会活動が急速

に変化している中での社会不安と経済不安が

重なり、中能登町でも人口減少が加速的に進

んでいるのではないかと心配をしておりま

す。中能登町では、2005年から2020年の人口

減少率は、能登半島地域でありながら減少率

が一番低い比率でありました。しかし、2020

年から2045年の人口減少率は33.0％の減少と

いう推計値が報道されました。その結果、人

口減少が急速に進んでいる状況が明らかにな

りました。 

 その人口減少の要因の一つとして、出生率

が推移があります。平成19年度は150名の赤

ちゃんが生まれていたのですが、令和３年度

は83名の赤ちゃんが誕生しました。およそ15

年間で赤ちゃんが生まれた人数が半減してい

る状況であります。 

 このような状況から、少子化対策として、

結婚、妊娠、子供・子育てに温かい社会の実

現のために、幅広い視点から検討を重ね、推

進していきたいと考えております。 

 さらには、人口減少の数値だけでなく、世

帯数の推移や高齢化比率等の様々な指数を注

視しながら、中能登町が抱える社会問題に対

応していかなければなりません。 

 こうした時代背景を見据えながら、今後と

も近隣市町との広域連携の強化を呼びかける

とともに、公約として挙げました新たな診療

所の開設支援に向けて、早期にクリニックの

開院が実現するよう、踏み込んだ形で直近の
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委員会において皆様にご提案をさせていただ

く準備を進めておりますので、ご理解とご協

力を賜りますようお願いを申し上げまして、

お祝いの挨拶とさせていただきます。 

 皆さん、おめでとうございました。 

○臨時議長（坂井幸雄議員） 町長の挨拶が

終わりました。ご苦労さまです。 

 

 ◎開会・開議 

○臨時議長（坂井幸雄議員） ただいまから

令和４年度中能登町議会７月随時会議を再開

いたします。 

 ただいまの出席議員数は12名です。 

 これより本日の会議を開きます。 

 地方自治法第121条の規定による会議に出

席する者、別紙の説明員職氏名一覧表のとお

りであります。これはタブレットで掲載して

ありますので眺めてください。 

 

 ◎仮議席の指定 

○臨時議長（坂井幸雄議員） 日程第１ 仮

議席の指定を行います。 

 仮議席は、ただいま着席の議席といたしま

す。 

 

 ◎議長選挙 

○臨時議長（坂井幸雄議員） 次に、日程第

２ 議長の選挙を行う前に、中能登町議会基

本条例第５条第７項の規定により、議長の職

を志願する議員に所信表明の機会を与えま

す。 

 所信表明をする方は挙手をお願いいたしま

す。 

 笹川議員 

○９番（笹川広美議員） 所信表明をいたし

ます。 

 このたびの中能登町議会議員選挙におきま

しては、５期目の当選を果たさせていただき

ました。町民の皆様には心より感謝を申し上

げます。本当にありがとうございました。 

 私も４期16年、議員を務めさせていただき

まして、いよいよ５期目ということで、町民

の皆様からのご期待、また責任をしっかりと

５期目に向けて果たしてまいりたいと思い、

議長の職を志願いたします。よろしくお願い

いたします。 

○臨時議長（坂井幸雄議員） ほかに所信表

明する方はありませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○臨時議長（坂井幸雄議員） 以上で所信表

明を終わります。 

 日程第２ 議長の選挙を行います。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法は、地方自治法第118条第２項

の規定によって、指名推選にしたいと思いま

すが、これにご異議ございませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○臨時議長（坂井幸雄議員） ご異議がない

ようでありますので、したがって、選挙の方

法は指名推選で行うことに決定いたしまし

た。 

 お諮りいたします。 

 指名の方法については、臨時議長が指名す

ることにしたいと思いますが、これにご異議

ございませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○臨時議長（坂井幸雄議員） 異議なしと認

めます。したがって、臨時議長が指名するこ

とに決定しました。 

 議長に、９番 笹川広美議員を指名いたし

ます。 

 お諮りいたします。 

 ただいま臨時議長が指名しました９番 笹

川広美議員を議長の当選人と定めることにご

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○臨時議長（坂井幸雄議員） 異議なしと認

めます。したがって、ただいま指名いたしま

した９番 笹川広美議員が議長に当選されま

した。 
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 ただいま議長に当選されました９番 笹川

広美議員が議場におられますので、会議規則

第29条第２項の規定によって当選の告知をい

たします。 

 ここで、議長に当選されました９番 笹川

広美議員から議長当選の承諾並びに挨拶を受

けることといたします。 

  〔９番（笹川広美議員）登壇〕 

○９番（笹川広美議員） ただいま議員の皆

様からのご信任をいただき、議長に当選をさ

せていただきました。中能登町議会として本

当に町民の皆様に寄り添った議会を目指し

て、議員の皆さんと一丸となって前進をして

まいりたいと思っております。 

 どうかよろしくお願い申し上げます。（拍

手） 

○臨時議長（坂井幸雄議員） 笹川議長、議

長席にご着席願いたいと思います。 

 これで臨時議長の職務を終了いたしました

ので、これで終わります。ご協力ありがとう

ございました。 

  〔笹川広美議員、議長席に着席〕 

○議長（笹川広美議員） これより議長とし

ての職を務めさせていただきます。 

 ここで、資料配付のため暫時休憩いたしま

す。 

           午前10時16分 休憩 

 

           午前10時16分 再開 

○議長（笹川広美議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 

 ◎追 加 日 程 

○議長（笹川広美議員） お諮りをいたしま

す。 

 ただいまお手元に配付しました追加議事日

程を本日の日程に追加いたしたいと思います

が、これにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

 

 ◎議席の指定 

○議長（笹川広美議員） 追加日程第１ 議

席の指定を行います。 

 議席の指定は、会議規則第４条第１項の規

定によって、ただいま着席のとおり指定しま

す。 

 

 ◎会議録署名議員の指名 

○議長（笹川広美議員） 日程第２ 会議録

署名議員の指名を行います。 

 本随時会議の会議録署名議員は、会議規則

第121条の規定により、１番 三浦克欣議

員、２番 合田 宏議員を指名いたします。 

 

 ◎会期の決定 

○議長（笹川広美議員） 日程第３ 会期の

決定を議題とします。 

 お諮りします。 

 本随時会議の会期は、本日１日としたいと

思います。これにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） 異議なしと認めま

す。よって、会期は本日１日とすることに決

定しました。 

 

 ◎副議長選挙 

○議長（笹川広美議員） 次に、日程第４  

副議長選挙を行う前に、中能登町議会基本条

例第５条第７項の規定により、副議長の職を

志願する議員に所信を表明する機会を与えま

す。 

 所信を表明する方は挙手願います。 

 10番 南 昭榮議員 

○10番（南 昭榮議員） 所信表明に当たり

一言お願い申し上げます。 

 さきに６か月余りやりましたが、初心に戻

り副議長を頑張る所存でございますので、ひ

とつ皆様方のご協力をよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（笹川広美議員） ほかに所信を表明
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する方はいませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） 以上で所信表明を

終わります。 

 日程第４ 副議長の選挙を行います。 

 お諮りします。 

 選挙の方法は、地方自治法第118条第２項

の規定によって、指名推選にしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） 異議なしと認めま

す。したがって、選挙の方法は指名推選で行

うことに決定しました。 

 お諮りします。 

 指名の方法については、議長が指名するこ

とにしたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） 異議なしと認めま

す。したがって、議長が指名することに決定

しました。 

 副議長に、10番 南 昭榮議員を指名しま

す。 

 お諮りします。 

 ただいま議長が指名しました10番 南 昭

榮議員を副議長の当選人と定めることにご異

議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） 異議なしと認めま

す。したがって、ただいま指名しました10番 

 南 昭榮議員が副議長に当選されました。 

 ただいま副議長に当選されました10番 南 

 昭榮議員が議場におられます。会議規則第

29条第２項の規定によって当選の告知をしま

す。 

 ここで、副議長に当選された10番 南 昭

榮議員から副議長当選承諾及び挨拶を受けま

す。 

  〔10番（南 昭榮議員）登壇〕 

○10番（南 昭榮議員） 副議長当選、あり

がとうございます。 

 笹川議長の補佐役として頑張る所存でござ

いますので、皆様のご協力をひとつよろしく

お願いいたします。（拍手） 

 

 ◎常任委員会委員の選任 

○議長（笹川広美議員） 日程第５ 常任委

員会委員の選任を議題とします。 

 お諮りします。 

 各常任委員会委員の選任につきましては、

委員会条例第８条第２項の規定により指名し

たいと思います。 

 総務建設常任委員会委員に、 

 ２番 合 田   宏 議員 

 ４番 池 島 和喜夫 議員 

 ７番 土 本   稔 議員 

 ９番 笹 川 広 美 議員 

 10番 南   昭 榮 議員 

 11番 甲 部 昭 夫 議員 

 以上６名。 

 教育民生常任委員会委員に、 

 １番 三 浦 克 欣 議員 

 ３番 角   久 子 議員 

 ５番 澤   良 一 議員 

 ６番 古 玉 いづみ 議員 

 ８番 林   真 弥 議員 

 12番 坂 井 幸 雄 議員 

 以上６名。 

 予算決算常任委員会委員に、 

 １番 三 浦 克 欣 議員 

 ２番 合 田   宏 議員 

 ３番 角   久 子 議員 

 ４番 池 島 和喜夫 議員 

 ５番 澤   良 一 議員 

 ６番 古 玉 いづみ 議員 

 ７番 土 本   稔 議員 

 ８番 林   真 弥 議員 

 10番 南   昭 榮 議員 

 11番 甲 部 昭 夫 議員 

 12番 坂 井 幸 雄 議員 
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 以上11名。 

 それぞれ指名したいと思います。これにご

異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） 異議なしと認めま

す。よって、各常任委員会委員は、指名のと

おり選任することに決定しました。 

 ここで、委員会開催のため暫時休憩しま

す。 

           午前10時25分 休憩 

 

           午前10時31分 再開 

○議長（笹川広美議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 この際、報告します。 

 休憩中に各常任委員会が開催され、委員会

条例第９条第２項の規定により常任委員会の

委員長、副委員長が互選されました。 

 総務建設常任委員会の委員長に11番 甲部

昭夫議員、副委員長に４番 池島和喜夫議

員。 

 教育民生常任委員会の委員長に６番 古玉

いづみ議員、副委員長に１番 三浦克欣議

員。 

 予算決算常任委員会の委員長に８番 林  

真弥議員、副委員長に10番 南 昭榮議員。 

 以上のとおりであります。 

 報告を終わります。 

 

 ◎議会運営委員会委員の選任 

○議長（笹川広美議員） 日程第６ 議会運

営委員会委員の選任を議題とします。 

 お諮りします。 

 議会運営委員会委員の選任につきまして

は、中能登町議会委員会条例第８条第２項の

規定により指名したいと思います。 

 ６番 古 玉 いづみ 議員 

 ７番 土 本   稔 議員 

 ８番 林   真 弥 議員 

 10番 南   昭 榮 議員 

 12番 坂 井 幸 雄 議員 

 以上５名を指名します。これにご異議あり

ませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） 異議なしと認めま

す。よって、議会運営委員会委員は、指名の

とおり選任することに決定しました。 

 ここで、議会運営委員会開催のため暫時休

憩します。 

           午前10時33分 休憩 

 

           午前10時34分 再開 

○議長（笹川広美議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 この際、報告します。 

 休憩中に議会運営委員会が開催され、委員

会条例第９条第２項の規定により議会運営委

員会の委員長、副委員長が互選されました。 

 議会運営委員会の委員長に12番 坂井幸雄

議員、副委員長に８番 林 真弥議員。 

 以上のとおりであります。 

 報告を終わります。 

 

 ◎石川県後期高齢者医療広域連合議会議員 

  の選挙 

○議長（笹川広美議員） 日程第７ 石川県

後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を議

題とします。 

 石川県後期高齢者医療広域連合規約第８条

の規定によって、選出議員１名の選挙を行い

ます。 

 お諮りします。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法第

118条第２項の規定によって、指名推選にし

たいと思います。これにご異議ありません

か。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） 異議なしと認めま

す。したがって、選挙の方法は指名推選によ

り行うことと決定しました。 
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 お諮りします。 

 指名の方法については、議長が指名するこ

とにしたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） 異議なしと認めま

す。よって、議長が指名することに決定しま

した。 

 石川県後期高齢者医療広域連合議会議員

に、中能登町議会議員 私、笹川広美を指名

します。 

 お諮りします。 

 ただいま議長が指名しました中能登町議会

議員 私、笹川広美を石川県後期高齢者医療

広域連合議会議員の当選人とすることにご異

議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） 異議なしと認めま

す。よって、ただいま指名しました中能登町

議会議員 私、笹川広美が石川県後期高齢者

医療広域連合議会議員に当選しました。 

 ここで、会議規則第29条第２項の規定によ

り当選の告知をします。 

 

 ◎石川北部ＲＤＦ広域処理組合議会議員の 

  選挙 

○議長（笹川広美議員） 日程第８ 石川北

部ＲＤＦ広域処理組合議会議員の選挙を議題

とします。 

 石川北部ＲＤＦ広域処理組合規約第５条第

１項及び第２項の規定によって、選出議員１

名の選挙を行います。 

 お諮りします。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法第

118条第２項の規定によって、指名推選にし

たいと思います。これにご異議ありません

か。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） 異議なしと認めま

す。したがって、選挙の方法は指名推選によ

り行うことと決定しました。 

 お諮りします。 

 指名の方法については、議長が指名するこ

ととしたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） 異議なしと認めま

す。よって、議長が指名することに決定しま

した。 

 石川北部ＲＤＦ広域処理組合議会議員に、

12番 坂井幸雄議員を指名します。 

 お諮りします。 

 ただいま議長が指名しました12番 坂井幸

雄議員を石川北部ＲＤＦ広域処理組合議会議

員の当選人と決定することにご異議ありませ

んか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） 異議なしと認めま

す。ただいま議長が指名しました12番 坂井

幸雄議員が石川北部ＲＤＦ広域処理組合議会

議員に当選されました。 

 会議規則第29条第２項の規定により当選の

告知をします。 

 

 ◎議会行革・活性化特別委員会の設置及び 

  委員の選任 

○議長（笹川広美議員） 日程第９ 議会行

革・活性化特別委員会の設置及び委員の選任

を議題とします。 

 先に、議会行革・活性化特別委員会の設置

についてお諮りします。 

 11人の議員をもって構成する議会行革・活

性化特別委員会を設置することについて、ご

異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） 異議なしと認めま

す。したがって、11人の委員をもって構成す

る議会行革・活性化特別委員会は設置するこ

とに決定しました。 

 次に、議会行革・活性化特別委員会の委員



－10－ 

の選任を議題とします。 

 議会行革・活性化特別委員会委員の選任に

ついては、委員会条例第８条第２項の規定に

より指名したいと思います。 

 １番 三 浦 克 欣 議員 

 ２番 合 田   宏 議員 

 ３番 角   久 子 議員 

 ４番 池 島 和喜夫 議員 

 ５番 澤   良 一 議員 

 ６番 古 玉 いづみ 議員 

 ７番 土 本   稔 議員 

 ８番 林   真 弥 議員 

 10番 南   昭 榮 議員 

 11番 甲 部 昭 夫 議員 

 12番 坂 井 幸 雄 議員 

 以上11名を指名します。これにご異議あり

ませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） 異議なしと認めま

す。よって、議会行革・活性化特別委員会委

員は、指名のとおり選任することに決定しま

した。 

 ここで、議会行革・活性化特別委員会開催

のため暫時休憩します。 

           午前10時50分 休憩 

 

           午前10時52分 再開 

○議長（笹川広美議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 この際、報告します。 

 休憩中に議会行革・活性化特別委員会が開

催され、委員会条例第９条第２項の規定によ

り議会行革・活性化特別委員会の委員長、副

委員長が互選されました。 

 委員長に５番 澤 良一議員、副委員長に

６番 古玉いづみ議員。 

 以上のとおりであります。 

 

 ◎庁舎統合建設特別委員会の設置及び委員 

  の選任 

○議長（笹川広美議員） 日程第10 庁舎統

合建設特別委員会の設置及び委員の選任を議

題とします。 

 先に、庁舎統合建設特別委員会の設置につ

いてお諮りします。 

 11人の委員をもって構成する庁舎統合建設

特別委員会を設置することについて、ご異議

ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） 異議なしと認めま

す。したがって、11人の委員をもって構成す

る庁舎統合建設特別委員会は設置することに

決定しました。 

 次に、庁舎統合建設特別委員会委員の選任

については、委員会条例第８条第２項の規定

により指名したいと思います。 

 １番 三 浦 克 欣 議員 

 ２番 合 田   宏 議員 

 ３番 角   久 子 議員 

 ４番 池 島 和喜夫 議員 

 ５番 澤   良 一 議員 

 ６番 古 玉 いづみ 議員 

 ７番 土 本   稔 議員 

 ８番 林   真 弥 議員 

 10番 南   昭 榮 議員 

 11番 甲 部 昭 夫 議員 

 12番 坂 井 幸 雄 議員 

 以上11名を指名します。これにご異議あり

ませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） 異議なしと認めま

す。よって、庁舎統合建設特別委員会委員

は、指名のとおり選任することに決定しまし

た。 

 ここで、庁舎統合建設特別委員会開催のた

め暫時休憩します。 

           午前10時57分 休憩 

 

           午前10時59分 再開 

○議長（笹川広美議員） 休憩前に引き続き



－11－ 

会議を開きます。 

 この際、報告します。 

 休憩中に庁舎統合建設特別委員会が開催さ

れ、委員会条例第９条第２項の規定により庁

舎統合建設特別委員会の委員長、副委員長が

互選されました。 

 庁舎統合建設特別委員会の委員長に11番 

甲部昭夫議員、副委員長に４番 池島和喜夫

議員。 

 以上のとおりであります。 

 

 ◎議会広報特別委員会の設置及び委員の選 

  任 

○議長（笹川広美議員） 日程第11 議会広

報特別委員会の設置及び委員の選任を議題と

します。 

 先に、議会広報特別委員会の設置について

お諮りします。 

 議会だより発行に伴う運営、活動について

調査等をするため、６人の委員をもって構成

する議会広報特別委員会を設置することにつ

いて、ご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） 異議なしと認めま

す。したがって、６人の委員をもって構成す

る議会広報特別委員会は設置することに決定

しました。 

 次に、議会広報特別委員会委員の選任につ

いては、委員会条例第８条第２項の規定によ

り指名したいと思います。 

 １番 三 浦 克 欣 議員 

 ２番 合 田   宏 議員 

 ３番 角   久 子 議員 

 ５番 澤   良 一 議員 

 ６番 古 玉 いづみ 議員 

 11番 甲 部 昭 夫 議員 

 以上６名を指名します。これにご異議あり

ませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） 異議なしと認めま

す。よって、議会広報特別委員会委員は、指

名のとおり選任することに決定しました。 

 ここで、議会広報特別委員会の開催のため

暫時休憩します。 

           午前11時05分 休憩 

 

           午前11時06分 再開 

○議長（笹川広美議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 この際、報告します。 

 休憩中に議会広報特別委員会が開催され、

委員会条例第９条第２項の規定により議会広

報特別委員会の委員長、副委員長が互選され

ました。 

 委員長に６番 古玉いづみ議員、副委員長

に５番 澤 良一議員。 

 以上のとおりであります。 

 ここで、議会運営委員会及び全員協議会開

催のため暫時休憩します。 

           午前11時10分 休憩 

 

           午前11時19分 再開 

○議長（笹川広美議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 

 ◎追 加 日 程 

○議長（笹川広美議員） お諮りいたしま

す。 

 ただいま宮下町長より 

 同意第２号 監査委員の選任について 

 の同意１件が提出されました。 

 これを日程に追加し、日程の順序を変更

し、直ちに議題としたいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） 異議なしと認めま

す。 

 よって、同意第２号を日程に追加し、日程

の順序を変更し、直ちに議題とすることに決

定しました。 
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 議事日程を配付しますので、暫時休憩しま

す。 

           午前11時20分 休憩 

 

           午前11時20分 再開 

○議長（古玉栄治議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 

 ◎同意第２号 

○議長（笹川広美議員） 日程第１ 同意第

２号 監査委員の選任についてを議題としま

す。 

 町長から提案理由の説明を求めます。 

 宮下町長 

  〔宮下為幸町長登壇〕 

○宮下為幸町長 本日ここに、令和４年度中

能登町議会７月随時会議の開会に当たり、議

員各位には公私ともに何かとご多用の中、ご

出席を賜りまして誠にありがとうございま

す。 

 本日の随時会議に提案いたしました議案に

つきまして説明をいたします。 

 同意第２号 監査委員の選任についてであ

ります。 

 今回、議会議員の任期満了に伴う改選後の

議会議員のうちから選任すべき監査委員とし

て、土本 稔議員が最適任者であると信じ、

地方自治法第196条第１項の規定に基づき議

会の同意を求めるものであります。 

 以上、本日提案いたしました議案につき、

その大要をご説明申し上げましたが、議員各

位におかれましては、慎重なるご審議をいた

だき、適切なる議決を賜りますようお願いを

申し上げまして、提案理由の説明を終わりま

す。 

○議長（笹川広美議員） 町長の提案理由の

説明が終わりました。 

 同意第２号 監査委員の選任について、７

番 土本 稔議員は、地方自治法第117条の

規定により除斥の対象となりますので、退場

を求めます。 

  〔７番（土本 稔議員）退場〕 

○議長（笹川広美議員） お諮りいたしま

す。 

 本件は人事案件であり、さきに議員各位の

ご理解を得ております。したがって、質疑、

討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） 異議なしと認めま

す。よって、質疑、討論を省略し、直ちに採

決することに決定しました。 

 これより採決します。 

 同意第２号は、原案のとおり同意すること

にご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） 異議なしと認めま

す。よって、同意第２号は、原案のとおり同

意することに決定しました。 

 ここで、７番 土本 稔議員の入場を許し

ます。 

  〔７番（土本 稔議員）入場〕 

 

 ◎閉議・閉会 

○議長（笹川広美議員） 以上で、本議会に

付議されました案件の審議は全て終了しまし

た。 

 これをもって令和４年度中能登町議会７月

随時会議を散会します。 

 ご苦労さまでした。 

           午前11時25分 散会 
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